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「桜梅桃李」という言葉が好き! 

それぞれ可憐に咲き使命を果たしながら人々の心

を和ませてくれる花・花・花。 

一人ひとりが今、居る場所で自分らしく生き、自分らしく

「きらきら」と輝いていける２１世紀でありたい…。 
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11：30～   いきいき交流広場 OPEN 

13：00～   開会   

オープニング  

ハワイアンフラチーム「カパフラ オ カヴェヒオナラニ」によるパフォーマンス 

13：20～   主催者 あいさつ 

13：30～   講演会  

       講師：NPO法人イコールネット仙台代表理事 宗片恵美子さん 

15:10     いきいき交流広場 再開 

16:00     終了     
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震災を経験した講師の体験談から、防

災・減災に女性の視点が必要であるこ

とを熱く語っていただきます!! 

 
 



 平成 27 年度で第 2 次男女共同参画基本計画の計画期間が終了することにともない、平成 28 年

度からの 5年間を計画期間とする「第 3次男女共同参画基本計画」を策定しました。 

 この計画は、男女の人権尊重、社会における制度等の見直し、方針の立案及び決定への共同参画、

家庭生活における活動と仕事等の両立、という考えに基づき、だれもが輝く男女共同参画社会の実現を

目指し、3 つの基本目標を掲げ、男女共同参画を推進していく事業のもととなるものです。 

 新しく計画に盛り込まれた施策は、「防災における男女共同参画の促進」と「子育て・介護支援の充

実」です。防災においての男女共同参画は、先の東日本大震災における避難所運営で多様な視点を

取り入れた運営ができなかった反省から、国も取り組んでいるところです。平常時から地域で多様な考え

方を活かした活動ができていなければ、非常時にできるはずがない、ということで防災分野での男女共同

参画促進に取り組みます。 

 「子育て・介護支援の充実」は、第3次計画策定に先立ち、平成26年に実施した「男女共同参画に

関する意識調査」において、「男女共同参画を推進していく上で伊賀市が力を入れていくべきこと」という

質問で最も多かった意見でした。仕事と家庭生活等の両立のため、充実を図っていきます。 

 この計画に基づき、各種の事業を実施していきますので、ご協力よろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 23 年度から 5 年間、地域や政策決定の場などで

活躍していただける女性を養成するため「女性リーダー養成

連続講座」を開催し、98名の女性リーダーが誕生しました。 

最終の 5 期生のみなさんは、いろんな年代、経歴の方が

受講され、ワークショップでは活発な議論が展開されていまし

た。今後の活躍が期待されます！ 

http://frame-illust.com/fi/wp-content/uploads/2015/04/5cf0b08b4c77866da9dcb6caa4079f7d.png


 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊賀市立保育所（園）保育研究会ほのわ会 

 ６市町村合併に伴い、伊賀市公立保育所として活動することになりました。会の名称を、

保育所職員の和を大事にしていこうということから、保育所の輪『ほのわ会』と名づけ、職

員同士の研鑽の場として日々の保育を見つめなおしています。 

 ほのわ会は、５歳児部会、４歳児部会、３歳児部会、未満児部会、家庭支援推進部会、 

栄養士・調理員・用務員部会、看護師部会、主任部会、所（園）長部会の９部会で構成され 

研究テーマに添って各部会ごとに教材作りなどに取り組んでいます。 

現在は“遊び込める子ども”をテーマに、からだ育てを通し子どもたちが体力面だけでな 

く、心身ともにすこやかに育つことを目標に日々保育を進めています。 

 

伊賀市男女共同参画ネットワーク会議 

（いきいきネット）会員紹介 

「デート DV」ってご存知ですか？ 

DV は、けっして大人だけの問題ではありません。

恋人同士の間でも広く起きてきています。恋人

同士の間で起きる暴力のことを「デート DV」とい

います。いろいろな暴力を使って、付き合っている

相手を自分の思い通りにしようとします。 

 

「暴力」と聞くと、殴ったり、蹴ったり、身体への暴

行を思い浮かべるかもしれませんね？  

でも、それだけが暴力ではないのです。 

 

「友だちと電話で話したり会おうとするとフキゲンに

なる」「電話に出ないと怒る」「外出すると何度も

電話やメールをしてくる」・・・こうしたことはつきあっ

ているふたりの中にはよくあることかもしれません。 

このように言葉や態度で精神的に追いつめたりす 

ることも暴力になります。 

 

さらには無理やりからだをさわったり、無理やりキス

をしたり。また、毎回デートの費用を負担させたり

借りたお金を返さないなど経済的に苦しめたりする

ことも全て暴力なのです。どれも相手に恐怖心を

与えるもの。暴力は、相手を怖がらせて、あやつる

力であり、コントロールするための手段となっていき

ます。 

 

身体的な暴力・・・殴る、蹴る、ものを投げるなど、
怖い思いをさせる。 

精神的な暴力・・・「バカ」「ウザイ」など、ひどい言 
葉で相手を傷つける、監視す
る、脅す、友達との交際を制
限する。無断でメールをチェック
する。  

経済的な暴力・・・お金をたかる。借りたお金を返 
さない。 

性的な暴力  ・・・性的行為を強要する。 
 
あなたは、被害者になっていませんか？ 

 

 


